
かしわ市民劇場 CoTiK 劇団規約 

 

（名称） 

第１条 この団体は、柏市民劇場 CoTiK(以下、劇団)と称する。 

 

（目的） 

第２条 劇団は、柏市を拠点に市民主体の演劇活動を通じて、地域社会への演劇文化の普及と豊かな

文化価値の創造を目的として、活動を行うものである。 

 

（活動） 

第３条 劇団は、目的達成のため、次の活動を行う。 

① 劇団が主催する本公演 

② 市や NPO、その他外部団体が企画するイベントにて行う外部公演 

③ その他、劇団の目的達成に必要な事項 

 

（劇団員） 

第４条 劇団への参加資格は、性別・年齢・経験・居住地は問わないが、演劇に情熱を持ち、劇団の活

動や練習に積極的に参加する意思のある者とする。 

2 劇団は正劇団員と準劇団員によって構成する。 

① 正劇団員：劇団の活動に参加している者を指し、会費を納入する。 

② 準劇団員：休団中の劇団員や公演には参加しないが劇団運営を補佐する劇団員を指し、会

費の納入は免除する。 

3 劇団員が劇団運営を妨げていると代表が判断した場合、代表は劇団員を罷免することができる。

また総会にて劇団員の3分の2が賛成する場合、当該劇団員を罷免することができることとする。 

 

（公演の参加者） 

第５条 劇団の公演は劇団員が参加して行う。ただし必要に応じて、以下の構成員の参加を認める。 

① 客演：劇団員ではないが、公演参加費を支払い公演に参加するもの。 

② 外部スタッフ：舞台監督、照明等特殊技能を要し、劇団員では要しない高スキルを持って

いる者。公演の参加費は免除とする。 

③ ボランティア：劇公演当日ほか、人手を要する活動への参加ができるもの。公演の参加費は

免除とする。 

 

（会計）  

第６条 劇団の会計については、劇団運営のための組織会計と公演を管理する公演会計に分けて行う。 

2 組織会計は劇団運営に係る経費を劇団員の会費、出演料、寄付、補助金等により賄い、年単位



にて会計報告を行い、必要に応じて会計監査を実施する。 

3 公演会計は公演に関わる諸経費をチケット収入や構成員による参加費、寄付、補助金等により

賄い、公演単位で会計報告を行い、必要に応じて会計監査を実施する。 

 

（会費、参加費） 

第７条 劇団は劇団員に対しては会費を、また公演の参加者に対しては参加費を徴収することができる。 

2 会費は年 6,000 円(税別)とし、会計年度途中の入団者について入会月から年度末月までの月数

に 500 円(税別)を乗じたものとする。 

3 会計年度途中に休団または退団した場合にも会費の返金は行わないものとする。 

4 参加費は、公演会計の結果をもとに公演毎に確定する。 

5 第 2 項及び第 3 項によらず、劇団の代表が必要と判断した場合に、会費や参加費の変更ができ

るものとする。 

 

（会議） 

第８条 劇団運営に係る会議は、総会及び役員会とする。公演に関わる会議はこれに含まない。 

2 総会は、年１回以上、代表がこれを招集し、会務を統括し次の事項を行う。 

① 活動に関する事項 

② 規約の改正 

③ 役員の改選 

④ 事業計画並びに組織会計の収支予算及び決算 

⑤ その他、劇団の運営に必要な事項 

3 総会は正劇団員の 2 分の 1以上の出席で成立し、出席者の過半数により決議する。 

4 役員会は、代表がこれを招集し、総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。 

 

（役員） 

第９条 劇団に次の役員をおき、総会において選出する。 

① 代表：劇団を主宰し、総括する。（１名） 

② 副代表：代表を補佐し、また代表が不在の場合、その職務を代行する。（若干名） 

③ 会計：組織会計および公演会計の出納事務を担当する。（1名） 

④ 監査：劇団の業務及び会計の状況を監査する。（1名） 

2 役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

3 役員に欠員を生じた場合は、速やかに後任者を選出し、残任期間に当てる。 

4 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、劇団員の 3 分の 2 の議決により、解任することが

できる。 

① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 

② その他解任に相当する事項が認められるとき。 



 

（入・退団） 

第１０条 劇団を入・退団しようとする者は、事前に指定の入・退団届を代表あてに提出し、代表の承認を

得るものとする。 

 

（事務局） 

第１１条 劇団事務局は、代表宅におく。 

 

（会計年度） 

第１２条 会計年度は１月１日から１２月３１日までとする。 

 

（規約の改正） 

第１３条 規約改正は総会提出議案とし、出席者の３分の２の承認をもって決する。 

 

 

 付 則 

 

 この規約は平成２９年３月１１日より施行する。 


